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多くの会社では、労働者を正社員として本採用する前に、雇い入れ日から3～6ヶ月間、勤務態度、能力、性格等を見て、その人が自社の正社員としてふさわしいかを判断する期間を設けています。これを試用期間といいます。

　試用期間はお試しの期間である、と考え、以下のような取り扱いをしている会社もあるようですが、注意が必要です。
①社会保険（健康保険と厚生年金）、雇用保険に加入させない
　　試用期間中であっても、加入要件※を満たす場合、雇い入れの当初から社会保険、雇用保険に加入させなければなりません。社会保険や雇用保険には、一定の被保険者期間を必要とする給付もあるため、取得日の相違はトラブルの原因となり得ます。

　※加入要件

　社会保険：月16日以上かつ1日6時間以上

　雇用保険：週20時間以上
②試用期間満了時に解雇予告手当を支払わず本採用を拒否する
　　試用期間中や試用期間満了時に本採用しない旨を伝え、辞めてもらうことがありますが、これは解雇に該当します。
　　従って通常の解雇と同様、辞めてもらう30日前に解雇の旨を伝える必要がありますし、即日辞めてもらうには、30日分の解雇予告手当（平均賃金の30日分）を支払う必要があります※。
　　例えば3ヶ月の試用期間を定めている会社の場合、解雇予告手当を支払わず試用期間の満了をもって辞めてもらうには、雇い入れ日から起算して少なくとも2ヶ月経過前までには本採用するか否かを判断し、本採用しないのであれば試用期間中の社員に解雇予告をしておかなければなりません。

　※試用期間開始から暦日で14日以内の場合は支払う必要なし
③本採用拒否(解雇)の理由が不明確

　　②でお話した通り、試用期間中や試用期間満了後に本採用を拒否し、辞めてもらった場合は解雇に該当します。そのため、通常の解雇時とほぼ同様※の客観的・合理的な理由が必要です。
　※通常の解雇よりは解雇事由が広く捉えられてはいます（例：勤務成績不良、言動の不適格性、協調性の有無、業務不適格性、経歴詐称、等）
　　また、会社側の教育（注意・指導・管理等）が不十分なため、労働者が会社にふさわしい人材となれない状況にあると判断された場合、解雇が無効とされることもあります。
会社は外国人を雇い入れる際、事前に就労の可否や在留期限、就労可能な時間数を確認する義務があります。

　就労が認められていない外国人を会社が働かせた場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
　就業できる在留資格か否かの確認は、外国人登録証や資格外活動許可書などで行います。コピーではなく、実物で行ってください。
　また、出入国管理法が改正され、平成22年7月から外国人の研修・技能実習制度が変更されました。内容は以下の通りです。
1.改正前は、外国人の研修・技能実習制度における在留資格は、原則として、1年目が「研修」2年目が「特定活動」となっていましたが、改正後は、3年間を通して、「技能実習」という在留資格になります。
2.改正前は、労働基準法や社会保険等の労働関係法令の適用は、入国2年目の「特定活動」の在留資格を得てからとなっていましたが、改正後は、入国当初からの適用※となります。
改正前

	
	1年目
	2年目以降

	在留資格
	研修
	特定活動

(技能実習)

	労働基準法・社会保険・雇用保険
	適用なし
	適用あり



改正後

	
	1年目
	2年目以降

	在留資格
	技能実習
	技能実習

	労働基準法・社会保険・雇用保険
	適用あり※
	適用あり


※企業等の職場へ入る前に「講習」期間が義務付けられています。この講習期間は、労働関係法令の適用は受けません。
Ｑ＆Ａなぜなにどうして？

Ｑ；当社は店長を、店舗を管理監督する者と考え、時間外・休日出勤手当を支払っていません。その代わり店長手当を月3万円支給しています。このような扱いは何か問題があるのでしょうか？
Ａ；ご質問にある通り、時間外・休日労働が適用除外とされる労働者の中に、管理監督者がいます。しかし、管理監督者に該当する労働者の判断は、店舗の管理や店長手当の支給という部分だけでは決められず、その内容が大切です。
　具体的には以下の３点を重視します。
①賃金において優遇措置がとられているか
　　定期給与である基本給・役付手当や、一時金のボーナス等において、一般の労働者と比べ、その立場にふさわしい給与が支払われていることです。一般労働者に時間外手当がついた結果、一般労働者のほうが給与額が高い、又は変わらない、などという場合は管理監督者とは認められ難いでしょう。
②経営者と一体不可分であるか
　　採用や解雇など、労務の重要な職務についての判断を経営者と共に行える立場であることや、会社の経営状況を把握し経営者の立場を理解し、経営者側に立って、部下を指導監督、業務を管理する者であることです。
③自己の裁量において仕事を進め、出退勤においても自己管理できる権限を有する者であるか
緊急性の高い業務がある時は、労働時間の制限の枠を超えて勤務しなければならないこともあるが、そうでない時は、遅く出勤したり、早退をしても、賃金カットや制裁など、評価の対象とはされない者であることです。
中小企業では①、②、③の条件を満たすということは、社長とほぼ同じ権限を有していることを意味すると考えられます。店長が①、②、③の条件を満たさないようであれば、時間外、休日手当の支払いを検討するのがよいでしょう。
最近ではこの時間外・休日手当を定額で支払うことも行われています。
2２年11月号











外国人の雇入れについて
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